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各種補助金 事前申込・受給申請 手順

【事前申込】

●人間ドック補助金（従業員）・・・・・・・・・・P.3
対象：在職中の被保険者（従業員）本人

●節目年齢ドック補助金・・・・・・・・・・・・・P.3
対象：在職中の被保険者（従業員）本人のうち、

2025年3月31日の年齢が40、45、50、55、60歳の方

●人間ドック補助金（配偶者・任意継続）・・・・・P.4
対象： 被扶養配偶者、退職後の任意継続加入者

●各種検査・健診等の補助金・・・・・・・・・・・P.５

・人間ドック ・節目年齢ドック ・胃がんリスク検査
・婦人科がん検診 ・前立腺がん検診 ・法定外検診
・特定健診受診料

●インフルエンザ予防接種補助金・・・・・・・・・P.７

【受給申請】



１．申請メニューを開く

【事前申込】 人間ドック補助金

※被扶養配偶者、退職後の任意継続加入者は５ページをご覧ください。

対象：一般加入被保険者（従業員）本人

STEP１ 「勤務先」「日中に連絡可能な電話番号」の入力
「メールアドレス」の確認

メールアドレスは、MY HEALTH WEBに登録しているアドレスが自動で表示されます。

※登録メールアドレスを変更する場合
ページ上部のメニュー内「各種設定」から、新しいメールアドレスを登録してください。

①

10月上旬頃
④

STEP２ 補助対象者の選択と申請入力

①補助対象者を選択
申請する対象者の生年月日の下にある〔申請する〕ボタンを
タップ。入力欄が展開します。

②情報入力
必須項目にご注意ください。

・受診予定時期
・2025年3月31日時点の年齢（節目年齢ドックの場合）

③入力内容の確認
〔確認画面へ〕をタップ。確認画面で入力内容を確認。

④申請の確定（完了）
〔申請する〕ボタンをタップ。画面が切り替わり申請完了。

②

③

事前申込は完了です。
サイト内の「ＭＹメール」に承認メールが送信されます。

２．申請内容の入力・確定

MY HEALTH WEBにログインして、
トップページのバナーから申請メニューへ

「補助金 事前申込」内の
『人間ドック補助金（従業員） 事前申込』

または
『節目年齢ドック補助金 事前申込』

を選択

補助金の対象条件等の説明を確認の上、
ページ下部の〔申請画面へ〕ボタンを
タップして、入力画面へ。

節目年齢ドック補助金 対象：一般加入被保険者（従業員）本人のうち、
202５年3月31日の年齢が

４０、４５、50、５５、６０歳の方



【事前申込】
人間ドック補助金（配偶者・任意継続）

※ 在職中の被保険者（従業員）ご本人分は３ページをご覧ください。

対象：被扶養配偶者
退職後の任意継続加入者

１．申請メニューを開く
MY HEALTH WEBにログインして、
トップページのバナーから
申請メニューへ｡

①

10月上旬頃
④

２．申請内容の入力・確定

STEP１ 「勤務先」「日中に連絡可能な電話番号」の入力
「メールアドレス」の確認

メールアドレスは、MY HEALTH WEBに登録しているアドレスが自動で表示されます。

※登録メールアドレスを変更する場合
ページ上部のメニュー内「各種設定」から、新しいメールアドレスを登録してください。

STEP２ 補助対象者の選択と申請入力

①補助対象者を選択
申請する対象者の生年月日の下にある〔申請する〕ボタンを
タップ。入力欄が展開します。

②情報入力
必須項目「受診予定時期」を入力。

③入力内容の確認
〔確認画面へ〕をタップ。確認画面で入力内容を確認。

④申請の確定（完了）
〔申請する〕ボタンをタップ。画面が切り替わり申請完了。

②

③

３．特定健康診査受診券の発送

※３４歳以下の方、申請完了です。
入力より５営業日以内に、承認または却下のご連絡を
ＭＹメールで送信いたします。

※３５歳以上の方、まだ仮申請です。
事前申込は完了していません。
下記「３．特定健康診査受診券の発送」が必要です。

４月下旬にご自宅へお送りした「特定健康診査受診券」を
入力日から１４日以内に健康保険組合へ到着するようにお送りください。

到着より５営業日以内に、承認または却下のご連絡をＭＹメールで送信いたします。
※１４日以内に「特定健康診査受診券」が届かない場合は、申請は却下となります。
※「特定健康診査受診券」についてご不明の場合は、健康保険組合までお問合せください。

重要

発送が済んだら事前申込が完了です。

特定健康診査受診券

対象者の2025年3月31日時点の年齢によって、申請完了の手順が異なります。

・到達年齢が3４歳以下（生年月日が1990年4月1日以降）の方 WEB入力のみで完了します。

・到達年齢が3５歳以上（生年月日が1990年3月31日以前）の方

WEB入力に加え『特定健康診査受診券』の提出が必要です。

重要

重要

『補助金 事前申込』内の
『人間ドック補助金

（配偶者・任意継続）事前申込』を選択

補助金の対象条件等の説明を確認の上、
ページ下部の〔申請画面へ〕ボタンを
タップして、入力画面へ。



STEP２ 領収書の提出方法を選択
ボタンの赤色表示が現在選択されている状態です。ボタンをタップで切替。

■領収証の提出方法

サイト内で領収書の画像ファイルを添付する。領収書の送付は不要。

サイトから領収書貼付用台紙をダウンロードして印刷。
領収書を貼付して、健康保険組合へ送付する。

※下記の補助金は、人間ドックまたは健診の結果を提出していただくため、
『アップロード』が選択できません。

・人間ドック補助金（配偶者・任意継続）
・特定健診受診料

STEP３ 補助対象者の選択と申請入力
①補助対象者を選択

申請する対象者の生年月日の下にある〔申請する〕ボタンをタップ。
入力欄が展開します。

②情報入力
必須項目「窓口負担額」「医療機関名」「実施日」を入力。

２．申請内容の入力・確定

②

①

郵 送

アップロード

１．申請メニューを開く

MY HEALTH WEBにログインして、
トップページのバナーから
申請メニューへ｡

受給申請行う補助金を選択。

補助金の対象条件等の説明を確認の上、
ページ下部の〔申請画面へ〕ボタンを
タップして、入力画面へ。

対象：
【受給申請】 人間ドック・各種検査・健診等の補助金

STEP１ 「勤務先」「日中に連絡可能な電話番号」の入力
「メールアドレス」の確認

メールアドレスは、MY HEALTH WEBに登録しているアドレスが自動で表示されます。

※登録メールアドレスを変更する場合
ページ上部のメニュー内「各種設定」から、新しいメールアドレスを登録してください。



⑤申請内容の確認
入力内容・領収書画像を確認してください。

⑥委任状欄の「同意する」にチェック
補助金は、他の給付金と同様に、お勤め先各社へ送金します。
個人への支給方法はお勤め先にてご確認ください。

※任意継続の方は、加入時に届出の金融機関口座へ送金します。

⑦申請の確定（完了）
〔申請する〕ボタンをタップ。画面が切り替わり申請完了。

『アップロード』を選択している場合は申請完了です。

※『郵送』を選択した場合は、まだ手続きが完了していません。
必要書類が健康保険組合に届いて申請完了となりますので、
下記４の要領で、お忘れなく送付してください。

『アップロード』の場合と同様に上記の方法で申請を確定さ
せると、〔領収書貼付用台紙PDFダウンロード〕ボタンが表
示されます。

ダウンロード後、印刷した台紙に署名・領収書貼付して、
健康保険組合へ送付してください。

※領収書以外の提出書類がある場合には、台紙にクリップで
留めて、一緒にご提出ください。

４．領収書を『郵送』で提出する場合

貼り付け

自筆署名

スマートフォンで入力した申請の「領収書貼付用台紙」をパソコンを使って印刷する場合

テスト
タロウ

スマートフォンにダウンロード・保存したPDFを印刷する方法のほかに、
下の方法でも申請入力済みの台紙を印刷できます。

①パソコンで『MY HEALTH WEB』にログイン後、トップページの
バナーから補助金申請メニューを開き、申請した補助金を選択する。

②ページ下部に記載の「申請済みの内容」に掲載された申請の
〔PDF〕ボタン をクリックして、台紙の表示・印刷をしてください。

③

④

③領収書の画像ファイルをアップロード
※「郵送」を選択した場合はこの手順は不要）

〔ファイルを選択〕ボタンをタップして、画像ファイルをアップロードしてください。

※領収書の画像について
領収書に記載された内容が読み取れるかどうか、事前に画像をご確認ください。

④入力内容の確認
〔確認画面へ〕ボタンをタップ

⑤

⑥

⑦

受給申請の審査結果（申請または却下）のご連絡と領収書原本の保管について

すべての申請について審査結果をご連絡します。補助対象ではあるが申請内容不備ために「却下」と
なった場合には再申請が必要です。『アップロード』を選択している場合には審査結果のご連絡があるま
では、領収書原本の保管をお願いいたします。

※「却下」の場合には通常、申請完了後、５営業日程度でご連絡します。

【審査結果のご連絡方法】
・MY HEALTH WEBの「ＭＹメール」 ・スマートフォンアプリのプッシュ通知

重要



対象：

１．申請メニューを開く

MY HEALTH WEBにログインして、
トップページのバナーから
申請メニューへ｡

『インフルエンザ予防接種補助金』をタップ

補助金の対象条件等の説明を確認の上、
ページ下部の〔申請画面へ〕ボタンを
タップして、入力画面へ。

STEP２ 領収書の提出方法を選択
ボタンの赤色表示が現在選択されている状態です。ボタンをタップで切替。

■領収証の提出方法

サイト内で領収書の画像ファイルを添付する。領収書の送付は不要。

サイトから領収書貼付用台紙をダウンロードして印刷。
領収書を貼付して、健康保険組合へ送付する。

STEP３ 補助対象者の選択と申請入力
①補助対象者を選択

申請する対象者の生年月日の下にある〔申請する〕ボタンをタップ。
入力欄が展開します。

②情報入力
必須項目「実施日」 「窓口負担額」を入力。

２．申請内容の入力・確定

郵 送

アップロード

②

①

お子様の複数回分の申請を行う場合複数名の申請をまとめて行う場合

対象者ごとに〔申請する〕
ボタンをタップして入力欄
を展開してください。

複数回分の申請を行う場合は、
入力欄の下にある『申請フォー
ムを追加する』をタップして、
入力欄を追加してください。

【受給申請】 インフルエンザ予防接種補助金

STEP１ 「勤務先」「日中に連絡可能な電話番号」の入力
「メールアドレス」の確認

メールアドレスは、MY HEALTH WEBに登録しているアドレスが自動で表示されます。

※登録メールアドレスを変更する場合
ページ上部のメニュー内「各種設定」から、新しいメールアドレスを登録してください。



⑤申請内容の確認
入力内容を確認してください。

⑥申請内容の確認
領収書画像を確認してください。

⑦申請の確定（完了）
〔申請する〕ボタンをタップ。画面が切り替わり申請完了。

『アップロード』を選択している場合は申請完了です。
※『郵送』を選択した場合は、まだ手続きが完了していません。
必要書類が健康保険組合に届いて申請完了となりますので、
下記４の要領で、お忘れなく送付してください。

『アップロード』の場合と同様に上記の方法で申請を確定さ
せると、〔領収書貼付用台紙PDFダウンロード〕ボタンが表
示されます。

ダウンロード後、印刷した台紙に署名・領収書貼付して、
健康保険組合へ送付してください。

※領収書以外の提出書類がある場合には、台紙にクリップで
留めて、一緒にご提出ください。

４．領収書を『郵送』で提出する場合

貼り付け

自筆署名

スマートフォンで入力した申請の「領収書貼付用台紙」をパソコンを使って印刷する場合

テスト
タロウ

スマートフォンにダウンロード・保存したPDFを印刷する方法のほかに、
下の方法でも申請入力済みの台紙を印刷できます。

①パソコンで『MY HEALTH WEB』にログイン後、トップページの
バナーから補助金申請メニューを開き、申請した補助金を選択する。

②ページ下部に記載の「申請済みの内容」に掲載された申請の
［PDF］ボタン をクリックして、台紙の表示・印刷をしてください。

③

④

③領収書の画像ファイルをアップロード
※「郵送」を選択した場合はこの手順は不要）

〔ファイルを選択〕ボタンをタップして、画像ファイルをアップロードしてください。

※領収書の画像について
領収書に記載された内容が読み取れるかどうか、必ずご確認ください。

④入力内容の確認
〔確認画面へ〕ボタンをタップ

⑤

⑥

⑦

受給申請の審査結果（申請または却下）のご連絡と領収書原本の保管について

すべての申請について審査結果をご連絡します。補助対象ではあるが申請内容不備ために「却下」と
なった場合には再申請が必要です。『アップロード』を選択している場合には審査結果のご連絡があるま
では、領収書原本の保管をお願いいたします。

※「却下」の場合には通常、申請完了後、５営業日程度でご連絡します。

【審査結果のご連絡方法】
・MY HEALTH WEBの「ＭＹメール」 ・スマートフォンアプリのプッシュ通知

重要


